
避難確保計画の作成要領
（対象災害：土砂災害）

令和８年６月

世田谷区危機管理部災害対策課
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０ 目次

計画作成後、世田谷区に提出
（様式１～８）

個人情報等を含むため、

世田谷区への提出は不要

目次
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様式１

■記載内容を確認してください。

１ 計画の目的、２ 計画の報告、３ 計画の見直し
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様式１４ 施設の概要

①該当する利用形態にチェック

②施設利用者及び職員数を
平日・休日別に記入



５ 施設が有する災害リスクおよび対応形態
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様式２

①「世田谷区土砂災害
ハザードマップ」もしくは
「東京都土砂災害警戒
区域等マップ」で確認し、
該当の有無をチェック。
該当ありの場合は区域
番号を記入。（５・６ペー
ジ参照）

②内容を確認。
※世田谷区の指定箇
所は全て「がけ崩れ
（急傾斜地の崩壊）」の
おそれがある区域とし
ての指定です。

③土砂災害に関する避難情報が発令されるような
見込みがある場合の施設としての対応形態に
チェック。
※土砂災害においては水平避難が原則です。
※施設の一部のみかかっている場合等、避難の
必要がないと判断する場合は、その他に施設利用
者へのアナウンスなど必要な対応を記載。
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様式２①「世田谷区土砂災害ハザードマップ」による確認方法

・ハザードマップは以下リンク先に掲載されています。

紙媒体を希望の場合も以下リンク先で最寄りの配布先をご確認ください。

世田谷区土砂災害ハザードマップ | 世田谷区公式ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/605.html

※判断に迷うような
場合はリスクの大き
い方を確認・記載す
るようにしてください。

https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/605.html
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様式２②「東京都土砂災害警戒区域等マップ」による確認方法

・以下リンク先で、自施設周辺の地図を表示し、敷地内に土砂災害警戒区域等が

かかっているかご確認ください。

東京都土砂災害警戒区域等マップ https://www2.sabomap.jp/tokyo/index.php

※判断に迷うような
場合はリスクの大き
い方を確認・記載す
るようにしてください。

https://www2.sabomap.jp/tokyo/index.php
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様式３６ 防災体制とタイムラインの視点による対応行動

青字の行動は目安です。
確認いただき、施設にあ
わせた内容に修正してく

ださい。

タイムラインとは…

「いつ」、「誰が」、「何をす
るか」に着目して、防災
行動とその実施主体を時
系列で整理した計画です。
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様式４

①移動距離の計測
には、WEBの地図
サービスが便利で
す。

②移動手段と移動時の

人員等の体制を考えて

みましょう。

③移動距離・手段や職

員体制から、避難に必

要となる時間を考えま

しょう。

７ 避難誘導

■避難先までの経路を確認し、避難方法について整理しましょう。

④避難に必要となる時

間を踏まえ、避難を開

始する基準となる情報

を記載してください。

※区が一般的に要配

慮者に避難を促すタイ

ミングは「高齢者等避

難（レベル３）」です。

⑤施設内等で少しでも身の安全が

確保できるような場所を記載してくださ
い。

※該当がある箇所の記載
のみで構いません。



□「重ねるハザードマップ」の作図機能で、自
施設や避難先、避難経路を追加すること
が出来ます。距離計測も可能です。

□作成した地図を印刷するか、画像データと
して保存して避難経路図として下さい。

（避難場所）
●●●中学

校

グループホーム ●●苑

（避難経路）
県道●号線を通行

避難経路図（イメージ図）
印刷

作図機能

印刷等は、
「その他」
ボタンから

◇マーカー：施設位置を設定
◇線を追加：避難経路を設定
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【参考】ハザードマップポータルサイトを使った避難経路図の作成
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様式４８ 情報収集・伝達

■記載内容を確認してください。

その他、風水害時の情報収集の詳細は以下区HPで

ご確認ください↓

災害時の情報収集方法（風水害編） | 
世田谷区公式ホームページ

https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/635.html

■設定した情報収集先は、非常時にもすぐに使える
ようにパソコン等のお気に入り機能へ登録等をして
おきましょう。

■世田谷区では、気象情報や避難情報等を「世田谷
区災害・防犯情報メール」で通知することとしていま
すので、以下リンク先よりご登録をお願いします。
https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/594.html

ポイント！

https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/635.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/594.html
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様式６

■記載内容を確認し、必要に応じて修正してください。

９ 避難に必要な設備の整備
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様式６

■記載内容を確認し、必要に応じて修正してください。

10 避難に必要な装備品や備蓄品の整備
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様式７11 防災教育・訓練

■記載内容は例示です。必要に応じて修正してください。

ポイント！

■避難訓練の実施時期は、出水期（６月）前に
設定することが好ましいです。
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様式８

＜留意事項＞

• 施設利用者の連絡先等の情報は、定期的に確認・更新することが必要です。

• 施設利用者の保護者や家族への緊急時の連絡先や緊急搬送先を整理しておくことが有効です。

➀施設利用者の氏名、年齢、住所を記入する。

②施設利用者の緊急連絡先となる情報（氏名、続柄、電話番号、住所）を記入する。

作成の手順

※区への提出は不要

12 施設利用者緊急連絡先一覧表



＜留意事項＞
• 連絡が途切れた場合にも連絡が
繋がるような連絡網と運用ルー
ルが重要です。 （例：連絡がつか
ない場合は一旦次の人に連絡し、
同じ人が後から確認することを
ルール化する 等）

• 連絡先は定期的な更新が必要で
す。

施設管理者や従業員等の

施設関係者の緊急連絡網および

を作成する

作成の手順
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13 施設職員用緊急連絡網 様式９

※区への提出は不要
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様式1014 外部機関等の緊急連絡先一覧

※区への提出は不要

世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップより抜粋

左の表を参考に外部機関等
への緊急連絡先一覧を作
成する

※各施設の提携機関等適宜
追加してください。

作成の手順



＜留意事項：移動手段等について＞

• 移送時に搬送車の手配が必要な場合、夜間や大雨等の状況も念頭に、必要台数が手配できるか事前確認が必要です。

• 十分な人員がいるかにも留意が必要です。

• 避難誘導にあたっては、独歩、護送（車いす）、担送（寝たきり）など、利用者の移動能力に応じて、搬送具や患者用ライフジャ
ケット等の資器材の活用を含めた検討が必要です。

• 浸水によりエレベーターが停止すると自力移動困難者の移動に時間がより必要となることを念頭に、早めの避難準備開始が
有効です。
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様式1115 対応別避難誘導方法一覧表

整理した避難先と移動手段をもとに

■要配慮者の特性を踏まえた移動手
段を整理する。

■誰が対応するかを決定する。

■避難誘導の必要時間を考える。

作成の手順

※区への提出は不要
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①各要員の役割に適した担当者
を決める

②各要員の対応内容を決める。

＜留意事項＞

責任者と連絡がつかない場合や

担当者が不在の場合にも対応可能な

組織づくりを考えることが重要です。

作成の手順

様式1216 防災体制一覧表

※区への提出は不要
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